
 

 

別添 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）算定要件について 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た 

指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象 

期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の満了日の属する年度の次の年度内に限 

り、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき３単位を所定単位数に加算する。 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 利用者（当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所を連続し 

て六月以上利用し、かつ、その利用期間（⑵において「評価対象利用期間」という。） 

において、五時間以上の通所介護費の算定回数が五時間未満の通所介護費の算定回数 

を上回る者に限る。以下イにおいて同じ。）の総数が二十人以上であること。 

⑵ 利用者の総数のうち、評価対象利用期間の初月（複数の評価対象利用期間の初月が 

存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。以下「評 

価対象利用開始月」という。）において、要介護状態区分が要介護三、要介護四及び要 

介護五である者の占める割合が百分の十五以上であること。 

⑶ 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月において、初回の法第二十七条第一項の 

要介護認定又は法第三十二条第一項の要支援認定があった月から起算して十二月以内 

である者の占める割合が百分の十五以下であること。 

⑷ 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から起算して六月目において、 

機能訓練指導員がＡＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下この号において「ＡＤ 

Ｌ値」という。）を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出 

されている者（⑸において「提出者」という。）の占める割合が百分の九十以上である 

こと。 

⑸ 評価対象利用開始月から起算して六月目の月に測定したＡＤＬ値から評価対象利 

用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値（以下「ＡＤＬ利得」という。）が多い 

順に、提出者の総数の上位百分の八十五に相当する数（その数に一未満の端数が生じ 

たときは、これを切り上げるものとする。）の利用者について、次の㈠から㈢までに掲 

げる利用者の区分に応じ、当該㈠から㈢までに定める値を合計して得た値が零以上で 

あること。 

㈠ＡＤＬ利得が零より大きい利用者一 

㈡ＡＤＬ利得が零の利用者零 

㈢ＡＤＬ利得が零未満の利用者マイナス一 

 


